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附則

　　　第１章　総則
　　　　第１節　目的
　（目的）
第１条　東京学芸大学（以下「本学」という。）は，人権を尊重し，すべての人々
　が共生する社会の建設と世界平和の実現に寄与するため，豊かな人間性と科学的
　精神に立脚した学芸諸般の教育研究活動を通して，高い知識と教養を備えた創造
　力・実践力に富む有為の教育者を養成することを目的とする。
　　　　第２節　点検評価
　（点検評価）
第２条　本学は，その教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的使命を達
　成するため，本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行
　い，その結果を公表するものとする。
２　前項の点検及び評価に関する規程は，別に定める。
　　　　第３節　教育研究活動状況の公表
　（教育研究活動状況の公表）
第３条　本学は，教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため，本学におけ
　る教育研究活動の状況を公表するものとする。

　　　第２章　課程，入学定員，履修，卒業要件及び学位
　　　　第１節　課程，入学定員等
　（課程及び入学定員等）
第４条　本学の教育学部に，教育系及び教養系の課程を置く。
２　教育系及び教養系の課程，専攻及び選修並びに入学定員及び収容定員は，次の
　表に掲げるとおりとする。ただし，初等教育教員養成課程の各選修，中等教育教
　員養成課程の各専攻及び教養系の各課程の各専攻の定員は，別に定める。

系 課程（類） 専攻 選　　　　修 入学定員 収容定員



教
　
育
　
系

初等教育教
員養成課程
（Ａ類）

国語，社会，数
学，理科，音楽，
美術，保健体育，
家庭，英語，学校
教育，学校心理，
国際教育，日本語
教育，情報教育，
ものづくり教育，
幼児教育

490名 1,960名

中等教育教
員養成課程
（Ｂ類）

国語

190名 760名

社会

数学

理科

音楽

美術

保健体育

家庭

技術

英語

書道

特別支援教
育教員養成
課程
（Ｃ類）

聴覚障害教育

40名 160名
言語障害教育

発達障害教育

学習障害教育

養護教育教
員養成課程
（Ｄ類）

養護教育 10名 40名

人間社会科
学課程
（Ｎ類）

生涯学習

90名 360名カウンセリング

総合社会システム

国際理解教
育課程

多言語多文化

60名 240名
日本研究



教
　
養
　
系

（Ｋ類） アジア研究

欧米研究

環境総合科
学課程
（Ｆ類）

環境教育

75名 300名自然環境科学

文化財科学

情報教育課
程（Ｊ類）

情報教育 15名 60名

芸術スポー
ツ文化課程
（Ｇ類）

音楽

95名 380名

美術

書道

表現コミュニケー
ション

生涯スポーツ

計 1,065名 4,260名

　　　　第２節　履修，卒業要件及び学位
　（専攻又は選修の選択等）
第５条　学生は，前条の各課程に属する専攻又は選修のいずれか一つを選択しなけ
　ればならない。
２　各課程の履修基準，履修方法及び取得できる免許状に関し必要な事項は，別に
　定める。
　（他大学等の授業科目の履修）
第６条　本学は，教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基
　づき，学生が当該大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることがで
　きる。
２　前項の規定により学生が他の大学又は短期大学で修得した単位については，本
　学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
３　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の
　専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業
　科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
４　前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，
　次条第１項及び第２項並びに第25条第３項の規定により本学において修得したも
　のとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
５　前各項に定めるもののほか，単位認定等に関し必要な事項は，別に定める。
　（入学前の修得単位）
第７条　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は
　短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目につい
　て修得した単位（科目等履修生の規定により修得した単位を含む。）を，本学に
　入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで
　きる。ただし，修業年限を短縮することはできない。
２　本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った短期大
　学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修
　を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
３　前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，
　編入学，転入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについて



　は，前条第２項及び第３項並びに第25条第３項の規定により本学において修得し
　たものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　前３項に定めるもののほか，単位認定等に関し必要な事項は，別に定める。
　（卒業要件）
第８条　本学に４年以上在学し，課程ごとに定める履修基準により所定の単位を修
　得した者については，教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。
　（学位）
第９条　本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。
２　学位に関する事項は，別に定める。

　　　第３章　修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日
　　　　第１節　修業年限及び在学期間
　（修業年限）
第１０条　本学の修業年限は，４年とする。
　（在学期間）
第１１条　学生は，８年を超えて在学することができない。ただし，休学期間は，
　在学年数に算入しない。
　　　　第２節　学年，学期及び休業日
　（学年）
第１２条　学年は４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
　（学期）
第１３条　学年を次の２期に分ける。
　　春学期　４月から９月まで
　　秋学期　10月から翌年３月まで
　（休業日）
第１４条　休業日は，次のとおりとする。
　(1) 日曜日及び土曜日
　(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日
　(3) 創立記念日（５月31日）
２　前項に定める休業日以外の休業日については，別に定める。
３　第１項の規定にかかわらず，教育上必要があると学長が認める場合は，休業日
　に授業を行うことができる。

　　　第４章　入学，編入学，転入学，再入学，課程等の変更，休学，復学，留学，
　　　退学，除籍，賞罰等
　　　　第１節　入学
　（入学の時期）
第１５条　入学の時期は，毎年４月とする。
　（入学資格）
第１６条　本学に入学することのできる者は，次の各号の１に該当する者でなけれ
　ばならない。
　(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ
　　り，これに相当する学校教育を修了した者を含む。）
　(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
　　で文部科学大臣の指定したもの
　(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在
　　外教育施設の当該課程を修了した者
　(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣
　　が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文
　　部科学大臣が定める日以後に修了した者
　(6) 文部科学大臣の指定した者
　(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等
　　学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の
　　大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に
　　合格した者を含む。）
　(8) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以



　　上の学力があると認めた者で，18歳に達したもの
　（入学の出願）
第１７条　本学に入学を志願する者は，入学願書に所定の検定料及び別に定める書
　類を添えて願い出なければならない。
　（入学者の選考）
第１８条　前条の入学志願者については，別に定めるところによる選考の結果に基
　づき，教授会の議を経て学長が合格者を決定する。
　（入学手続及び入学許可）
第１９条　前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，誓約
　書その他所定の書類を提出するとともに，所定の入学料を納付しなければならな
　い。
２　学長は，前項の入学手続を完了した者（入学料の免除又は徴収猶予を申請し，
　受理された者を含む。）に入学を許可する。
　　　　第２節　編入学，転入学，再入学及び課程等の変更
　（編入学）
第２０条　次の各号の１に該当する者で，本学に編入学を志願する者があったとき
　は，その事由及び学力等を審査した上，これを許可することができる。
　(1) 大学を卒業した者
　(2) 大学に２年以上在学し，62単位以上を修得した者
　(3) その他法令で定めるところにより編入学できる者
２　編入学に関し必要な事項は，別に定める。
　（転入学）
第２１条　他大学の学生で，本学に転入学を志願する者があったときは，その事由
　及び学力等を審査した上，これを許可することができる。
２　転入学願は，当該大学を経由して提出しなければならない。
　（再入学）
第２２条　本学の退学者又は第28条第３号の規定により除籍になった者が再入学を
　願い出たときは，選考の上，これを許可することができる。
２　再入学に関し必要な事項は，別に定める。
　（課程等の変更）
第２３条　学生が課程の変更又は専攻，選修の変更を志望したときは，その事由及
　び学力等を審査した上，これを許可することができる。
　　　　第３節　休学及び復学
　（休学及び復学）
第２４条　学生が病気その他やむを得ない事情のため，２月以上修学することがで
　きないときは，学長に願い出て許可を得た上，当該期間休学することができる。
　ただし，病気の場合は，医師の診断書を添付しなければならない。
２　休学の期間は，１年以内とする。ただし，特別の事情がある場合は，引き続き
　許可を願い出て，２年まで休学することができる。
３　休学期間中でもその事情が終わったときは，届け出て復学することができる。
４　休学及び復学に関し必要な事項は，別に定める。
　　　　第４節　留学
　（留学）
第２５条　本学は，教育上有益と認めるときは，外国の大学又は短期大学との協議
　に基づき，学生が当該大学又は短期大学に留学することを認めることができる。
２　前項の規定により学生が留学する場合は，休学の取扱いをしないものとする。
３　第６条第２項及び第４項の規定は，第１項の規定により学生が留学する場合に
　準用する。
４　留学の手続その他留学に関し必要な事項は，別に定める。
　　　　第５節　退学，他大学の受験及び除籍
　（退学）
第２６条　学生が退学を希望するときは，保証人連署の上，学長の許可を得なけれ
　ばならない。
２　退学に関し必要な事項は，別に定める。
　（他大学の受験及び転学）
第２７条　学生が他大学の入学試験を受験しようとするときは，学長に届け出なけ
　ればならない。



２　学生が他大学へ転学しようとするときは，学長の許可を得なければならない。
３　他大学の受験及び転学に関し必要な事項は，別に定める。
　（除籍）
第２８条　次の各号の１に該当する者は，教授会の議を経て，学長が除籍する。
　(1) 第11条に定める在学年限を超えた者
　(2) 保証人又はこれに代わる者から死亡の届出等のあった者
　(3) 長期間にわたり授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者
　(4) 入学料の免除を願い出た者のうち，免除を不許可とされた者及び一部につい
　　て免除を許可された者で指定期間内に入学料を納付しない者（入学料の徴収猶
　　予を願い出た者を除く。）
　(5) 入学料の徴収猶予を願い出た者のうち，徴収猶予を許可された者で徴収猶予
　　期間内に入学料を納付しない者及び徴収猶予を許可されなかった者で指定期間
　　内に入学料を納付しない者
　　　　第６節　賞罰
　（表彰）
第２９条　学生として表彰に価する行為のあったときは，学長がこれを表彰する。
２　表彰に関し必要な事項は，別に定める。
　（懲戒）
第３０条　学生が学校の秩序を乱し，その他本分に反した行為をしたときは，教授
　会の議を経て，学長がこれを懲戒する。
　（懲戒の種類及び停学期間の取扱い）
第３１条　懲戒は，退学，停学及び戒告とする。
２　停学の期間は，第11条に規定する在学期間に算入し，第10条に規定する修業年
　限に算入しない。ただし，２月に満たないときは，修業年限に算入することがで
　きる。
３　懲戒に関し必要な事項は，別に定める。

　　　第５章　授業料，入学料及び検定料
　（授業料等の額）
第３２条　授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，別に
　定める。
　（入学料の免除）
第３３条　入学料の納付が極めて困難である者については，願い出により選考の上，
　入学料の全部又は一部を免除することができる。
２　入学料の納付期限までの納付が困難である者については，願い出により選考の
　上，入学料の徴収を猶予することができる。
　（入学料の免除等の手続）
第３４条　前条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を希望する者は，別に定め
　るところにより，入学料の免除願又は徴収猶予願を提出し，学長の許可を得なけ
　ればならない。
　（不許可とされた者等の納付期限）
第３５条　入学料の免除を願い出て，免除を不許可とされた者及び一部について免
　除を許可された者並びに入学料の徴収猶予を願い出て許可されなかった者にかか
　る入学料は，指定期間内に納めなければならない。
２　入学料の徴収猶予を許可された者にかかる入学料は，徴収猶予期間内に納めな
　ければならない。
　（授業料の納付期限）
第３６条　授業料は，次の２期に分けて，それぞれ年額の２分の１に相当する額を
　納めなければならない。
　　春学期（４月１日から９月30日まで）　　　４月30日まで
　　秋学期（10月１日から翌年３月31日まで）　10月31日まで
２　前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，春学期にかかる授業料
　を徴収するときに，当該年度の秋学期にかかる授業料を併せて徴収するものとす
　る。
３　入学年度の春学期又は春学期及び秋学期にかかる授業料については，第１項の
　規定にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可する
　ときに徴収するものとする。



　（授業料の分納又は徴収猶予）
第３７条　特別の事情があり，前条の規定により難い場合は，授業料の分納（分納
　の月割額は年額の12分の１の額とする。）又は当該期末までの徴収猶予を許可す
　ることができる。
　（分納又は徴収猶予の手続）
第３８条　前条の規定により授業料の分納又は徴収猶予を希望する者は，別に定め
　るところにより，授業料の分納願又は徴収猶予願を提出し，学長の許可を得なけ
　ればならない。
　（授業料の免除）
第３９条　学費の支払が極めて困難な学生には，願い出により選考の上，授業料の
　全部又は一部の免除を許可することができる。
　（授業料の免除の手続）
第４０条　前条の規定により授業料の免除を希望するものは，別に定めるところに
　より，授業料の免除願を提出し，学長の許可を得なければならない。
　（授業料の免除等の許可の時期）
第４１条　授業料の免除並びに分納及び徴収猶予の許可は，学期ごとに行う。
　（休学期間の授業料）
第４２条　休学した学生に対しては，その休学期間の授業料を免除する。
　（退学又は停学の場合の授業料）
第４３条　退学又は停学の場合でも，その学期にかかる授業料は納めなければなら
　ない。
　（授業料等の返付）
第４４条　一度納付した授業料等は，返付しない。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号の１に該当する場合は，納付した者の申出
　により，当該各号に定める額を返付することができる。
　(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が３月31日までに入学を辞退した
　　場合　当該授業料相当額
　(2) 第36条第２項及び第３項の規定により春学期に係る授業料を徴収するときに，
　　秋学期に係る授業料を併せて納付した者が，当該年度の９月30日までに休学又
　　は退学した場合　秋学期に係る授業料相当額
　(3) 学部入学に係る検定料を納付した者が，個別学力検査出願受付後に，本学が
　　指定した大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であるこ
　　とが判明した場合　その後の選抜に係る検定料相当額

　　　第６章　科目等履修生，研究生，特別聴講学生，学寮，公開講座等
　　　　第１節　科目等履修生，研究生及び特別聴講学生
　（科目等履修生）
第４５条　本学の学生以外の者で，本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を
　志願する者があるときは，正規の課程に支障のない限り，選考の上，科目等履修
　生として入学を許可することができる。
２　科目等履修生に関する規程は，別に定める。
　（研究生）
第４６条　公の機関等が，その所属職員に対する研究指導を本学に委託することを
　希望するとき，又は本学学生以外の者が，本学において研究指導を受けることを
　志望するときは，本学学生に対する授業及び研究指導に支障をきたさない範囲に
　おいて選考を行い，研究生として入学を許可する。
２　研究生に関する規程は，別に定める。
　（特別聴講学生）
第４７条　本学において授業科目を履修しようとする他の大学又は短期大学（外国
　の大学又は短期大学を含む。）の学生があるときは，当該大学又は短期大学との
　協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することができる。
２　特別聴講学生に関する規程は，別に定める。
　　　　第２節　学寮，国際学生宿舎及び国際交流会館
　（学寮及び国際学生宿舎）
第４８条　本学に学寮及び国際学生宿舎を設ける。
２　学寮及び国際学生宿舎に関する規程は，別に定める。
　（国際交流会館）



第４９条　本学に国際交流会館を設ける。
２　国際交流会館に関する規程は，別に定める。
　　　　第３節　公開講座
　（公開講座）
第５０条　本学に公開講座の施設を設ける。
２　公開講座に関する規程は，別に定める。

　　　附　則
１　この学則は，平成16年４月１日から施行する。
２　国立大学法人東京学芸大学成立の際，現に東京学芸大学に在学している学生（
　科目等履修生，研究生及び特別聴講学生を含む。）は，国立大学法人東京学芸大
　学が設置する東京学芸大学の学生となるものとする。
３　第22条の規定は，平成12年度以降に入学した者から適用し，平成11年度以前に
　入学した者については，東京学芸大学学則の一部を改正する学則（平成12年学則
　第１号）附則第２項の規定による。

　　　附　則（平18学則３）（抄）
２　第５条及び第22条の規定は，平成19年度以降に入学した者から適用し，平成18
　年度以前に入学した者については，なお従前の例による。

　　　附　則（平19学則３）（抄）
１　平成19年４月１日から適用する。
２　附属大泉中学校は，改正後の第11条第１項の規定にかかわらず，平成19年３月
　31日に当該校に在学する者が当該校に在学しなくなる日までの間，存続するもの
　とする。
３　この学則の施行の際現に設置されている改正前の学則第11条第１項第10号に規
　定する附属養護学校に在学する者は，この学則の施行の時に，改正後の学則第11
　条第１項第10号に規定する附属特別支援学校に在学するものとする。

　　　附　則（平20学則１）（抄）
　ただし，改正後の第13条の規定は，平成20年４月１日から施行する。

　　　附　則（平21学則４）（抄）
２　第22条の規定は，平成22年度以降に入学した者から適用し，平成21年度以前に
　入学した者については，なお，従前の例による。


